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Ａ．令和４年度学校関係者評価結果を受けた令和５年度の取り組み 

  

本校の学校関係者評価の目的は、教職員自らが自己点検・自己評価し、それに対して学校関

係者委員から意見を聴き、これを踏まえて実践的な職業教育を行う専門学校としての特性を考

慮しつつ、地域ニーズに応える魅力ある学校となるよう、学校運営の組織的、継続的な改善に取

り組むことである。 

本校の自己点検・自己評価(以下、「自己評価」と略す。) は、厚生労働省が示す「看護師等養

成所自己点検・自己評価指針」に則り、8 カテゴリー・41 下位項目・129 評価項目にわたり、全方

位的に原則として 3 年周期で行う「学校関係者評価」と、当該年度の学校運営目標に対して行う

「学校関係者評価」があり、本報告書は後者によるものである。なお、評価対象課程は、時間の制

約上、3 課程を代表して第 1 看護学科としている。 

令和４年度の学校関係者評価委員会は、令和５年６月 30 日（金）16 時〜17 時 30 分に、本

校で、地域有識者 1 人、関係業界 2 人、保護者 1 人、卒業生 1 人から構成する学校関係者評価

委員に、学校の設備等の現状を視察していただき、学校からの自己点検・自己評価結果と概況書

の概要説明および意見交換を行った。8 月 24 日には、『松山看護専門学校 学校関係者評価報

告書』を受理した。 

『学校関係者評価報告書』には、令和 4 年度から適用開始された新カリキュラムの科目「見てこ

んけん実習Ⅰ」の成果、看護師国家試験 100％への諸対策、優秀な学生の確保への努力、就職

後の状況の把握等を含めて、「学校の現状から今後の展望に至るまで、自己点検・自己評価によ

り問題点を認識し、対応策まで検討されており、学校管理に関し特に問題となる事項はなく、今後

の発展が期待される」との総評と下記のご意見をいただいた。 

１）4 年制大学が林立するなかで松山看護専門学校の重要性を増すよう、専門学校の長所をき

ちんとアピールし、優秀な学生の確保に努めてもらいたい。 

２）さまざまな場面・それぞれの段階での情報収集・情報交換を活発にし、それを集約する過程

でグランドプランへの共通理解を目指してもらいたい。 

３）学生アンケートで要望のあったホームページの刷新・充実や学生世代が日々視聴する SNS

を活用した広報に取り組んでもらいたい。 

 

【令和４年度学校関係者評価結果を受けた令和５年度の取り組み】 

  学校関係者評価報告書を踏まえて、令和 5 年度は令和 4 年度に引き続き、質・量ともに

安定した学生の確保、新カリキュラム 2 年目の推進、看護師国家試験の全員合格、女性用

洋式トイレの増設、看護学校将来構想の検討等 について取り組む。 
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Ｂ.学校の現況および特徴（令和 5 年 5 月 1 日） 

 

Ⅰ．現況 

１．設置主体   一般社団法人松山市医師会   会長 矢野誠 

２．学校長     松山看護専門学校    学校長   伊藤 卓夫 

３．所在地     愛媛県松山市柳井町 2 丁目８５番地 

  ４．設置学科   

    医療専門課程 第 1 看護学科（看護師 3 年課程）         修業年限 3 年 

       ２００７（平成１９）年 4 月設置 

    医療専門課程 第 2 看護学科（看護師 2 年課程昼間定時制） 修業年限 3 年 

       １９７４（昭和４９）年 4 月設置 

    医療高等課程 准看護師科                         修業年限 2 年   

       １９５２（昭和 27）年 4 月設置 

 

５．学生定員および学生数                   ＊休学者なし        （人）  

課程 1 学年定員 1 学年 2 学年 3 学年 合計 
定員充足率

〈%〉 

第 1 看護学科 40 42 ４０ 45 127 105.8 

第 2 看護学科 40 ２４ 29 41 94 78.3 

准看護師科 40 ４０ 
36 

 76 ９５ 

計 120 106 105 86 297 92.8 

 

６．教員数                                             （人） 

課程 学科 
教員の法定数 

（学科長含む） 

教員 

正規 

教員 

非常勤 

実習指導 

教員・正規 
実習指導 

教員・非常勤 計 

医療専門課程 第 1 看護学科 8 以上 ９ ０ ２ １ １２ 

医療専門課程 第 2 看護学科 7 以上 ７ ０ ０ １ 8 

医療高等課程 准看護師科 5 以上 ６ １ ０ ０ ７ 

合計 20 以上 ２２ １ ２ ２ 27 

 



 

4 

 

【第 1 看護学科】 ＊令和 4 年度末退職教員 1 人に伴い令和 5 年度は第 2 看護学科から 1 人異動 

学校長：伊藤卓夫  副学校長：徳丸晶、横山千津子  健康管理医・ハラスメント相談医：三宅康之 

職位 氏人 担当科目 学年担当 学生自治会担当 学年担当理事 

学科長 太田 美枝 
基礎看護学 

精神看護学 
教務全般 

クラス委員、学生自治会、

ハラスメント相談員 

（主） 

長尾奈穂子 

 

鉾石 文彦 
副学科長 小路 陽子 成人看護学 3 学年主 交通安全委員 

実習調整者 土居 泰子 小児看護学 2 学年主 図書委員 

専任教員 

 

小池 佐知 母性看護学 3 学年副 図書委員 

上原 茂明 成人看護学 3 学年副 企画委員、ＩCT 委員、4/1 異動 

越智 明夏 基礎看護学 2 学年副 保健委員 

光宗 真理 老年看護学 2 学年副 防災委員 

宇都宮千都 地域・在宅看護論 1 学年主 企画委員 

藤原 惠子 基礎看護学 1 学年副 企画委員 

実習指導教員 
渡邊 津子 臨地実習  防災委員 

中岡加代子 臨地実習  保健委員 

実習指導教員
(非常勤) 

田中都智美 精神看護学実習   

非常勤講師 ９０人（特別講義含む） 

 

７．学校運営方針 

学校運営に際しては、毎年 12 月の看護専門学校理事会で、次年度の学校運営目標と事業を

決定する。令和５年度は、令和 4 年度に引き続き、①教育成果の向上、②学校運営の安定、③看

護学校将来構想の３つとし、これに基づき、各科の運営目標を立案、実施、評価（中間評価、最終

評価）を行い、改善に努めた。 

組織運営上の留意点：基本は、「共通の目的」、「協働意思」、「コミュニケーション」 

①法令遵守、 ②全員参加型、 ③可視化、④学びやすく、働きやすい、温もりある風通しのよ

い風土作り（ハラスメント発生防止） 

授業時間は、講義・演習・学内実習・臨地実習の授業時間は１時間単位を 45 分とし、１時限を

90 分とする。各課程の講義・演習・学内実習の授業時間は原則として次のとおりとする。 

時 限 第１看護学科 時 限 第 2 看護学科 准看護師科 

1 時限 9:00 ～ 10:30   9:00 ～ 10:30 

2 時限 10:45 ～ 12:15   10:45 ～ 12:15 

3 時限 13:30 ～ 15:00 1 時限 13:30 ～ 15:00  

4 時限 15:15 ～ 16:45 2 時限 15:15 ～ 16:45  
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Ⅱ．第 1 看護学科の概要 

 

１．沿革 

   2007（平成 19）年 4 月   松山看護専門学校医療専門課程第１看護学科３年課程（全 

日制）を 1 学年定員 40 人で設置 

2015（平成 27）年 4 月   第 1 看護学科と第 2 看護学科は厚生労働省から専門実践教 

育訓練講座の指定を受け適用開始 

    2020（令和 2）年 4 月   第 1 看護学科と第 2 看護学科は文部科学省から高等教育修学

新支援制度の指定を受け適用開始 

    202４（令和６）年 3 月   第１５期生卒業 42 人、卒業生総数５６７人、第 18 期生入学 

 

２．地域の特徴 

松山市は四国最大の県庁所在地である。令和 6 年 4 月 1 日時点の推計人口が初めて 50 万

人（4,909,326 人）を割ったことから四国で人口 50 万人を超える自治体はなくなった。松山市

は伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町の 5 市町とともに愛媛県が定めた松山圏域に属

する。松山圏域は愛媛県推計人口約 128 万人（令和 6 年 5 月）中の約 4 割強の約 62 万人を

擁し、その８割が松山市に集中、他の５圏域の人口が減少するなかで、松山圏域への人口集中が

進んでいる。松山市は、平成 12 年に中核市に指定されたことに伴い、松山市保健所を設置する。 

松山市は、8 エリア 45 地区からなる。本校は中心部東エリアの番町地区（道後・東雲・番町・八

坂・素鷲・桑原）に属する。松山城の南側にあり、官公庁や金融機関などの主要機関のオフィスビ

ルが立ち並び、松山市民会館や愛媛県美術館、萬翠荘、坂の上の雲ミュージアムなど文化施設も

充実している松山市の中心地区である。地区内に大街道や銀天街など主要な商業施設があり、

徒歩圏内で生活に必要なものは殆ど揃う。松山市駅やＪR 松山駅にも近く、公共交通機関での移

動、松山空港や高速バスを利用した県外各地へのアクセスも便利である。医療機関も多く、利便

性に優れ、高齢者の居住にも適している。 

公共交通機関、道路の利便性の良さから、臨地実習開始までの学生は、八幡浜、大洲、今治、

新居浜等から通学することが可能である。第 1 看護学科の主たる実習施設である愛媛大学医学

部附属病院は、学校近くの駅から電車により約 30 分で行き来が可能である。さらに、県立中央

病院、松山赤十字病院など多くの実習施設が松山市内に位置しているため実習環境として恵ま

れているとともに、講師派遣の協力も得られやすく学校運営の大きな力となっている。 

一方、松山市駅を中心に、平成 29 年度に開学した私立看護大学 2 校、五年一貫校 1 校、3 年

課程看護専門学校 1 校と本校の計 5 校が位置することから、看護職を目指す若者が多く集う。

各校が共存・共栄を目指しつつ学生確保に悩む地域でもある。 
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３．学生および教育の特徴 

令和５年度の第 1 看護学科のカリキュラムは、1 年生（第 17 期生）と 2 年生（第 16 期生）は新

カリキュラム、3 年生（第 15 期生）は旧カリキュラムを適用する。 

学校全体の学生の特徴は、第 2 看護学科と准看護師科を擁することから、さまざまな背景を

持つ多様性のある学生が集団を構成し、日々の学校生活や教科外活動等の交流をとおして、多

様な価値観の受け入れを実感し、人間的な成長の一助となっている。   

第 1 看護学科は、例年、中予を中心とした愛媛県内在住者が約 90%、在籍学生の県内出身

高校数は 30 校前後と地元密着型の学校である。高校新卒者は約 90％で平均年齢は 20 歳未

満、女子学生の占める割合は約 80～90%で推移している。社会人入学試験は定員の 1 割前後

の 4 人程度の募集であるが、本校が平成 27 年 4 月から指定された専門実践教育訓練講座

（令和 3 年 10 月 1 日更新）を契機に、約 4 倍の応募状況が続いている。 

第 1 看護学科の学生の特徴として、3 年間で看護師資格取得を目指すという明確な目的意識

を持って粘り強く学習に取り組む姿勢や真面目さを持ち合わせている学生が多い。一方、人間関

係の希薄化、生活体験の不足、コミュニケーション能力の不足、ストレス耐性の多様性等がみら

れる。メンタル面でのサポートは、月 2 回、定期的に来校される学生カウンセラーの利用（守秘義

務徹底）や受診等を紹介している。反面、タブレット端末やパソコン等の電子機器の扱いになれて

いる。経済的には、殆どの学生が学業優先型のシフト交代が可能なコンビニのアルバイト等をして

おり、健康管理と時間管理が課題となっている。  

 

教育方針は、「共育」である。学生・教員（非常勤講師を含む）は、本校の倫理綱領を行動指針、

振り返りの指針としている。学生・教員間の信頼関係を基盤に、学生は地域の宝であり預かって

いるという意識を持ち、大切に慈しみ、休学・退学を出さないようきめ細やかな指導方針のもと、

学生・教員がともに学び合い、育ち、成長する。また、本校の特徴として、3 課程ともに、ジョブカフ

ェ愛ワークの協力と指導を得て、入学から卒業まで社会人基礎力の育成に力を入れており、特

に、第 1 看護学科においては、学校生活や教科外活動をとおして経年的に支援している。 

学校運営・教育組織としては、法定数以上の教員の配置ができていることと、令和 4 年度の学

科長全員の内部異動後 2 年目を迎えたが、各課程ともに混乱なく、学生中心の学校運営、教育

活動が継続できた。 

受験倍率は、私立大学 2 校が平成 29 年度に開学して以降、少子高学歴化、大学全入時代等

の影響を受けて、減少傾向にある。特に、令和 5 年度は定員の 4 割程度を確保したい一般入学

試験において受験者の減少と合格辞退が相次いだ。追加試験を実施したが、初めて定員割れの
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36 人となった。本校に限らず、全国の専門学校も定員確保に悩んでいる。現場の看護師不足も

深刻な状況から地域貢献のためにも、令和 7 年度入学試験に向けた喫緊の課題は質・量ともに

安定した学生の確保である。 

看護師国家試験について、下記の表は、厚生労働省の公表（令和６年 3 月２２日）をもとに、本

校が作成した愛媛県内の国家試験合格率を示す。全国平均合格率は 87.8％のところ、第 1 看

護学科第 15 期生新卒 43 人全員は 100%の合格率となった。第 1 看護学科では、令和 4 年度

から、業者模試とは別に国試前 2 か月の 12 月に、教員が作成する校内模試とその解説を取り

入れている。丸暗記ではなく根拠がわかった確実な知識と技能の定着を図るためで確実に成果

は出ている。教員は、学生の国試委員と連携を図りながら、年間計画と個別性に応じた指導計画

の進捗状況を毎月、教務会議で情報共有し、必要時修正をしながら支援した。体調管理・時間管

理に努め、感染症予防に留意しながら、クラス全体で共同学習体制を設けた。 

 

学校名（15校１７課程） 受験者数 合格者数 合格率（％） 受験者数 合格者数 不合格者数
第113回

合格率（％）

参考

第112回

合格率（%）

受験者数 合格者数 合格率（％）

A 1994 保・看 60 57 57 100 57 57 0 100 100 0 保健師100%（34名）

B 2004
保・看
助 75 73 72 98.6 73 72 1 98.6 100 0

保健師100％（57名）
助産師100%（13名）

C 2017 保・看 80 75 69 92 69 65 4 94.2 89.6 6 4 66.7 保健師100%（15名）

D 2017 保・看 80 86 70 81.4 78 67 11 85 86.4 8 3 37.5 保健師92.9%（13/14名)

 大学　　平均 295 291 268 92.1 277 261 16 94.2 94.5 14 7 50

E 1985 看3全 30 20 19 95 19 18 1 94.7 96.6 1 1 100

F 1995 看3全 40 32 28 87.5 31 28 3 90.3 96.9 1 0 0

G 2002 看3全 40 33 32 97 32 31 1 96.9 97.2 1 1 100
令和5年度から募集中止
令和7年3月31日閉校予定

H 2003 看3全 80 49 28 57.1 31 25 6 80.6 83.8 18 3 16.7

松山看護専門学校第1看護学科 2007 看3全 40 44 43 97.7 43 43 0 100.0 97.6 1 0 0

I 2007 看3全 40 37 32 86.5 32 31 1 96.9 90.6 5 1 20

J 2013 看3全 30 20 14 70 12 12 0 100.0 95.2 8 2 25

K 2014 看3全 40 31 25 80.6 29 24 5 82.8 100 2 1 50

3年課程　養成所　　平均 340 266 221 83.1 229 212 17 92.6 94.6 37 9 24.3

L 1971 看2定(昼) 40 23 15 65.2 17 15 2 88.2 100 6 0 0

松山看護専門学校第2看護学科 1974 看2全 40 41 38 92.7 40 38 2 95 95.2 1 0 0

2年課程　養成所　平均 80 64 53 82.8 57 53 4 93 97.2 7 0 0

M 2002 5年一貫 80 31 31 100 31 31 0 100 100 0

N 2002 5年一貫 40 15 13 86.7 13 13 0 100 100 2 0 0
令和4年度から募集中止
令和8年3月31日閉科予定

O 2004 5年一貫 40 36 22 61.1 21 20 1 95.2 90.5 15 2 13.3

5年一貫教育　平均 160 82 66 80.5 65 64 1 98.5 98.6 17 2 11.8

　　　計 875 703 608 86.5 628 590 38 93.9 95 75 18 24

定員充足率・愛媛県内合格率 定員875人中の受験者703人（80.3%）中の合格者608人（６９．５%）、受験者703人中の合格者608人（86.5%）、608人中の新卒合格者590人の97%、既卒合格者18人の3％）

既卒

合格基準：【必修問題】40点以上/49点（83.3%以上）採点除外問題が50問中6問あり。【一般問題・状況設定問題】158点以上/250点(63.2％以上）　＊第112回61.0%

課程

新卒

令和5年（2024 年）度　第113回看護師国家試験合格発表（全国平均合格率・愛媛県内合格率）

開設年

新卒＋既卒

備考

　全国平均合格率　87.8％　(新卒93.2％、既卒30.4%）　　　　　　　試験：令和６年2月11日（日）、合格発表：3月22日（金）14時

1学年
定員(人)
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卒業率（当該年度入学生が休学や退学をすることなくストレートで卒業する割合）は、第 15 期

生の場合、入学時 42 人、卒業時 40 人（2 人減：再履修、進路変更での退学）となり、卒業率は

95.2%であった。 

 

進路状況は、43 人中 42 人が全員希望施設の 18 施設（県内：12 施設 35 人、県外：6 施設

7 人）へ就職できた。進学(大学編入)は 1 人であった。設置主体別にみたのが下記の表で、国・

公的病院は４２人中の２９人（６９%）であり、臨地実習施設でもある。 

県内就職率は 42 人中 35 人（８３．３%）、県外就職率は４２人中７人（１６．７%）で約８０%以

上は、松山圏域を中心として東予・南予の愛媛県内に就職している。従来から方針としている地

域医療に貢献する地元密着型の学校としての使命は、今年度も継続して果たせられた。 

 

 

 

 

 

国・公的病院私立病院診療所県外就職 その他 進学

平成29年度 21 11 1 5 1 1

平成30年度 26 8 1 6 0 1

令和元年度 24 5 0 8 1 2

令和2年度 24 8 0 5 1 2

令和3年度 18 14 1 3 4 0

令和4年度 28 7 0 4 3 0

令和5年度 29 5 0 7 1 1
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課程別の就職先 

 

C．令和５年度の教育活動 

 

  １．教育方針 

令和 5 年 5 月の第 1 回学校運営委員会において、令和 5 年度の教育方針が承認された。 

令和 5 年 5 月 8 日から、新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症へ位置づけられたことに 

伴い、学校保健安全法施行規則第 18 条・第 19 条の一部改正があり、出席停止の基準等が新

たに示された。基本的な感染防止対策を継続しながら、法令遵守のもと、原則として、平常時の

対応に戻す。対面授業を原則とし、授業効果をあげるために、一部の遠隔授業も継続する。  

臨地実習は、各実習施設の感染防止対策の指示に従い、効果的な実習指導について連携を図

る。学生が臨地での調べ学習を円滑にできるよう環境を整える。 

【具体的な取り組み】 

  （１）基本的な感染対策を継続：①「健康状態の把握」「適切な換気の確保」「手洗い等の手指

衛生や咳エチケット」「適時のマスク着用（校内と臨地実習ではマスク着用は必須） 

    （２）臨地実習時の調べ学習用として、施設側と文書契約を行い、カメラ機能を停止した「ｉＰ 

ａｄ」の持ち込み （カメラ機能の一斉停止と再開操作は、委託業者が各課程・各学年の 

実習配置に応じて対応） 

    （３）周知  （情報共有・周知等の方法は、適時に、対面または Teams を活用） 
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①『学生便覧』Ｐ38 の差替え－「学校感染症による出席停止と対応について」（令和 5

年 5 月 12 日付け） 

②「新型コロナウイルス感染防止における学校の取り組み」（令和 5 年 5 月 12 日付け） 

③「新型コロナウイルス感染防止における臨地実習の取り組み」（令和 5 年 5 月 12 日

付け） 

    

２．新カリキュラムの概要 

  令和 4 年度の第 17 期生 1 年生から適用開始となった新カリキュラムは、2 年目を迎えた。 

 

本校のカリキュラム編成は、厚生労働省のガイドラインの遵守に加え、これからの看護師に必要

な能力、看護学教育の考え方、教育課程の方向性、本校の教育課程の考え方（設置主体の目的、

学生状況、入学生の特性、3 年課程のニーズと制約、教育理念、教育目的、教育課程を構成する

主要概念）等から検討した。なかでも、これからの看護師に必要な能力として、①情報通信技術

（ICT）の活用能力、②臨床判断能力、③療養の場の多様性に伴う地域での生活を支援する能力、

④多職種連携・協働能力、⑤コミュニケーション能力、⑥倫理性 の視点を含めた。 

編成したカリキュラムは、学則，学則細則で示し、教科活動と教科外活動から構成し、いずれも

出席すべき日数として可視化、学生へ提示している。教科外活動では本校の特徴として、「社会

人基礎力セミナー」を入学時から卒業時までしていること、看護観の発表等を入れている。 
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 第 1 看護学科は 7 科目の新設科目を設け、以下の 109 単位のカリキュラムを編成した。 
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学則細則より抜粋：第 1 看護学科学年別授業進度表 

 

1年 2年 3年 前期 後期 前期 後期 前期 後期

論理学 1 30 1 30
情報科学 1 30 1 30
看護物理学 1 30 1 30
日本語表現 1 30 1 30
看護のための教育学 1 30 1 30
哲学 1 30 1 30
地域文化論 1 15 1 15
文化人類学 1 30 1 30
生命倫理Ⅰ（現代社会と倫理） 1 15 1 15
生命倫理Ⅱ（医療と倫理） 1 15 1 15
コミュニケーション論 1 30 1 30
家族論 1 30 1 30
医療現場で使う英語Ⅰ(医療英語入門） 1 30 1 30
医療現場で使う英語Ⅱ（医療英語） 1 30 1 30
健康と運動 1 30 1 30

小　　　　　　計 15 405 11 4 165 135 105 0 0 0
人体の構造と機能Ⅰ（人体の成り立ち） 1 30 1 30
人体の構造と機能Ⅱ（人体の概観・運動) 1 30 1 30
人体の構造と機能Ⅲ（内部調節） 1 30 1 30
人体の構造と機能Ⅳ（呼吸・循環） 1 30 1 30
人体の構造と機能Ⅴ（栄養・排泄） 1 30 1 30
病理学 1 30 1 30
疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ（内部調節・運動機能障害） 1 30 1 30
疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ（呼吸・循環機能障害） 1 30 1 30
疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ（栄養・排泄機能障害） 1 30 1 30
疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ（血液・免疫機能障害） 1 15 1 15
疾病の成り立ちと回復の促進Ⅴ（女性性･生殖機能障害） 1 15 1 15
疾病の成り立ちと回復の促進Ⅵ（精神機能障害） 1 15 1 15
疾病の成り立ちと回復の促進Ⅶ（小児の疾病） 1 15 1 15
微生物学 1 30 1 30
栄養学 1 30 1 30
薬理学 1 30 1 30
リハビリテーション医学 1 30 1 30
健康論 1 15 1 15
社会福祉Ⅰ(社会福祉概論） 1 15 1 15
社会福祉Ⅱ（医療保険制度） 1 15 1 15
公衆衛生 2 30 2 30
関係法規 1 15 1 15

小　　　　　　計 23 540 13 10 180 195 105 60 0 0
基礎看護学概論 1 30 1 30
コミュニケーション技術 1 30 1 30
基礎看護技術Ⅰ（看護技術入門） 1 30 1 30
基礎看護技術Ⅱ(生活を支える看護技術） 2 45 2 45
基礎看護技術Ⅲ（治療を支える看護技術） 2 45 2 45
フィジカルアセスメント 1 45 1 45
看護過程 1 30 1 30
臨床判断能力 2 45 2 45
看護研究 2 45 2 45

　　　　　小　　　　　　計　　　　　　　　　　　 13 345 9 4 135 120 0 90 0 0
地域・在宅看護論概論 1 30 1 30
地域・在宅看護論Ⅰ(地域連携） 2 45 2 45
地域・在宅看護論Ⅱ(訪問看護技術） 2 45 2 45
専門職連携Ⅰ（専門職の理解） 1 15 1 15
専門職連携Ⅱ（専門職連携） 1 15 1 15

　　　　　小　　　　　　計　　　　　　　　　　　 7 150 1 5 1 0 30 60 45 15 0
成人看護学概論 1 30 1 30
成人看護学Ⅰ（急性期看護） 1 30 1 30
成人看護学Ⅱ（周手術期看護） 1 30 1 30
成人看護学Ⅲ（回復期看護） 1 30 1 30
成人看護学Ⅳ（慢性期看護） 1 30 1 30
成人看護学Ⅴ（終末期看護） 1 30 1 30

　　　　　小　　　　　　計　　　　　　　　　　　 6 180 6 0 0 90 90 0 0
老年看護学概論 2 45 2 45
老年看護学Ⅰ（高齢者のより健康な生活への支援） 1 30 1 30
老年看護学Ⅱ（健康障害を持つ高齢者への支援技術） 1 30 1 30

　　　　　小　　　　　　計　　　　　　　　　　　 4 105 4 0 0 75 30 0 0
小児看護学Ⅰ（こどもを知る） 1 15 1 15
小児看護学Ⅱ（こどもをみる） 1 30 1 30
小児看護学Ⅲ（こどもの成長と看護） 2 45 2 45

　　　　　小　　　　　　計　　　　　　　　　　　 4 90 4 0 0 45 45 0 0
母性看護学Ⅰ（親になるということ） 2 45 2 45
母性看護学Ⅱ（こどもを産み育てるということ） 2 45 2 45

　　　　　小　　　　　　計　　　　　　　　　　　 4 90 4 0 0 45 45 0 0
精神看護学概論 2 45 2 45
精神看護学Ⅰ（治療的関係の形成） 1 30 1 30
精神看護学Ⅱ（日常生活の支援技術） 1 30 1 30

　　　　　小　　　　　　計　　　　　　　　　　　 4 105 2 2 45 0 30 30 0 0
医療安全 1 15 1 15
災害看護と国際協力 1 30 1 30
看護管理 1 30 1 30
ケーススタディ 1 30 1 30
臨床看護実践と総合評価 1 30 1 30

　　　　　小　　　　　　計　　　　　　　　　　　 5 135 2 3 0 0 0 45 60 30
地域の健康支援見てこんけん実習Ⅰ(健康な人々への支援） 1 45 1 45
地域の健康支援見てこんけん実習Ⅱ（疾病や障害をもつ人々への支援） 2 90 2 90
基礎看護学実習Ⅰ（コミュニケーション） 1 45 1 45
基礎看護学実習Ⅱ（看護過程） 2 90 2 90

地域・在宅看護論 地域・在宅看護論実習 2 90 2 90
成人看護学実習Ⅰ（慢性期・終末期看護学実習） 2 90 2 90
成人看護学実習Ⅱ（急性期・周手術期・回復期看護学実習） 2 90 2 90
老年看護学実習Ⅰ（日常生活支援） 2 90 2 90
老年看護学実習Ⅱ（健康障害を持つ対象への看護） 2 90 2 90

小児看護学 小児看護学実習 2 90 2 90
母性看護学 母性看護学実習 2 90 2 90
精神看護学 精神看護学実習 2 90 2 90
看護の統合と実践 統合実習 2 90 2 90

　　　　　小　　　　　　計　　　　　　　　　　　 24 1080 4 2 18 45 135 0 90 720 90

2年 3年

基
　
礎
　
分
　
野

 科学的思考
の基盤

 人間と生活・
社会の理解

科　目 単位 時間 実施単位数 1年

専
　
門
　
基
　
礎
　
分
　
野

 人体の構造
と機能

 疾病の成りた
ちと回復の促

進

 健康支援と
社会保障制

度

教育内容

基礎看護学

成人看護学

老年看護学

小児看護学

1203225 40 47 22 570 615 555 570 795109

専
門
分
野

基礎看護学

 地域・在宅看
護論

看護の統合と
実践

 臨地

実習

領域横断

成人看護学

老年看護学

母性看護学

精神看護学
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３．「地域の健康支援見てこんけん実習Ⅱ」  

令和 4 年度の第 16 期生 1 年生から新カリキュラムが適用開始となった。１年次の「地域の

健康支援見てこんけん実習Ⅰ」では、初めて地域へ出向き、地域を理解し、人々が地域で暮ら

しながら日々の生活のなかでどのように健康と向き合っているのか、クリニックや公民館の

方々がどう関わり支えているかを学んだ。 

 実習科目 
実習時期と 

単位 
ねらい 実習場所 

地域の健康支援見て 

こんけん実習Ⅰ（健

康な人々への支援） 

１年次前期 

５日間  

1 単位 

４５時間 

地域で生活する人々と、

人々に行われている健康支

援について学び、看護の役

割について考える。 

松山市内のクリニック 

 2 日間/学生 1 人 

公民館 

 2 日間/学生 1 人 

地域の健康支援見て 

こんけん実習Ⅱ（疾

病や障害をもつ人々

への支援） 

 

２年次後期 

１０日間 

2 単位 

９０時間 

 疾病や障害をもって地域

で生活する人々について理

解し、その人々への保健医

療福祉の支援を学び、看護

の役割について考える。 

四国がんセンター 

就労継続支援施設 B 型 

松山市社会福祉協議会 

 

「地域の健康支援見てこんけん実習Ⅱ」 の概要 

１）実習目的 

疾病や障害を抱えながら地域で生活する人々に必要な看護や支援、活動内容、それに関わ

る専門職を知る。 

 ２）各施設別実習目的 

（１）独立行政法人四国がんセンター 

   がんサバイバーの人々が治療と仕事や地域での生活・役割を両立していくなかで、必要な

看護や支援を各専門職の関わりから理解する。 

 （２）就労継続支援施設Ｂ型（社会福祉法人きらりの森、ＮPO 法人どんまい） 

    利用対象者である障害や難病を抱えている人々を知る。そして、リハビリテーションや訓

練を兼ねた作業内容、社会で働くために必要な技能や知識を身につける福祉施設の概要

を知る。 

 （３）松山市社会福祉協議会 

    松山市の地域の社会資源を活用した、高齢者や障がい者等要援護者の支援活動内容を

理解する。また、学生が地域や福祉に関心をもち、支えあいと助け合いの気持ちを高め、 

地域福祉について理解を深める。 

 ３）実習方法：看護師および実習担当者のシャドーイング（見学実習）を行い、地域の人々に対

する医療・福祉事業の実際や、対象者・家族とのコミュニケーション方法、支援方法を見学

する。実習担当者に相談し、参加可能な活動には参加する。参加者の同意が得られれば、

疾病や障害をもって地域・在宅で生活する人々のニーズをコミュニケーションを通して学

ぶ。実習終了時の 15 分間、実習の振り返りを行う。 
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 ４）実習期間：令和 6 年 1 月 22 日（月）～2 月 2 日（金）の 10 日間 

 ５）実習配置：四国がんセンター2 日、就労継続支援施設Ｂ型 2 日、社会福祉協議会 4 日 

   ６）実習時間：9:00～16:45（1 日 9 時間） 四国がんセンターのみ 8：30～16：15 

 ＊実習 1 時間単位を 45 分とし、休憩 60 分を除く。 

 ７）実習評価の視点（実習評価表を用いて 100 点満点） 

     これまでの学習を振り返り既存の学習から、目的である疾病や障害を抱えながら地域で

生活する人々に必要な看護や支援、活動内容、それに関わる専門職を知ることができた。 

項目別では、「１．専門職業人を目指すものとしての課題を明らかにして実習に臨むことが

できる」が最高点であり、「5．今後の自己の課題を明確にすることができる」は最低点であ

った。学生は目標達成に向けて学習することができており、学習目標・学習内容・評価の視

点は適正であった。 

 ８）学生アンケート（各施設） 

    「1．実習中嬉しかったこと、心に残っていること」「２．実習で学んだこと」「3．どのような指導

や勉強方法で学びが深まったか」「４．実習中悩んだこと、困ったこと、その対処法」「５．も

っと学びたい、学びを深めたいと思ったこと」について、自由記述式でアンケートを行った。

その結果を各施設へ報告した。 

   ９）今後の課題 

     今年度初めての取り組みであったため、学習方法・学習内容は次年度も同じように展開

していく。実習施設との情報共有や連絡・調整といった点で、細かな打ち合わせが不十分

でご迷惑をおかけした点があったので、実習前・実習中にしっかりと打合せを行い、学生

が実りある実習を行えるように支援していく。 

     今後学生は領域実習へと学びを積み重ねていくので、疾病や障害を抱えながら地域で生

活する人々に必要な看護や支援の実際、見学・体験したことを活かして、次のステップへ

つなげていく。 

 

 ４．社会人基礎力の育成 

 

 １）社会人基礎力とは 

「社会人基礎力」とは、「前に踏みだす力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」の 3 つの能力

(12 の能力要素)から構成されており、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくため

に必要な基礎的な力」として、経済産業省が 2006 年に提唱した。 

本校では、看護基礎教育で学ぶ看護学生のときから、能力を発揮するにあたって、自己を

認識しリフレクション（振り返り）しながら、自らキャリアを切りひらいていくうえで社会人基礎

力は必要な授業科目と捉え、教科外活動（学校行事・教育研修・歓迎会等のその他）に位置

づけた。第 1 看護学科は、2010（平成 22）年のカリキュラム改正時に導入、講師は、ジョブ

カフェ愛ワークに依頼し、1 年次、2 年次、3 年次に「社会人基礎力セミナー」として設けた。。
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なお、2013（平成 25）年には第 2 看護学科、2014（平成 26）年には准看護師科と順次、

導入した。 

第 1 看護学科は導入後 14 年目を迎えている。 

  

２）社会人基礎力自己チェック 

  学校生活のさまざまな場面から、学生が自己の社会人基礎力の発揮力を振り返り、自分

自身の強みや課題に気づく機会として自己チェックシートを活用している。教員は、学生が

自己チェックした評価を集計し、クラス運営につなげている。 

 

３）社会人基礎力セミナーの実施時期と内容 

  各学年で社会人基礎力セミナーを実施し、実施時期は下記の通りだが、クラスの状況に

応じて変更する。セミナー後にアンケートを行う。 

  1 学年：初めての臨地実習までに実施 

       身だしなみや挨拶、コミュニケーションに関連した内容 

  2 学年：臨地実習に実施 

       実習に向けた対人関係スキルに関連した内容 

  3 学年：領域実習までに依頼 

       就職活動のマナー、面接対策に関連した内容 

  

４）令和 5 年度第 15 期生卒業時のアンケート 

  3 年次の社会人基礎力セミナーが印象に残っており、就職活動に役立った、社会人として

のマナーや知識を身につけることができてよかったという意見が多かった。1 年次から経年

的に実施することで社会人基礎力の育成ができるため、今後も継続して関わっていきたい。 

評価方法：学生個々の自己評価 【参考】

4月25日 1年終了時

①主体性 3.6 ★ 3.7

②働きかけ力 3.4 3.4

③実行力 3.5 3.5

④課題発見力 3.4 3.4

⑤計画力 3.4 ★ 3.6

⑥創造力 3.6 3.5

⑦発信力 3.4 ★ 3.6

⑧傾聴力 4.1 ★ 4.3

⑨柔軟性 4.3 4.3

⑩状況把握力 4.2 4.2

⑪規律性 4.5 4.3

⑫ストレスコントロール力 4.0 4.0

★1年次よりも低下したもの

前に踏み

出す力

考え抜く

力

チームで

働く力

4月25日 1年終了時
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社会人基礎力を育てよう。

社会人基礎力の12の要素は、学校生活のあらゆる場面で発揮する機会があります。

１年間を通して、自己の発揮力を振り返り、自分自身の強みや課題に気づく機会としてください。

そして、自分の課題と向き合いながら成長していきましょう。

  4/

主体性
物事に進んで取り組
む力

言われるのを待つのではなく、自分からや
ることを見つけて積極的に取り組む

働きかけ力
他人に働きかけ、巻
き込む力

「一緒にやろうよ」と周りに呼びかけて、目
的に向かって周囲の人を動かしていく

実行力
目的を設定し、確実
に行動する力

言われたことだけをするのではなく、失敗
を恐れず行動に移し、粘り強く取り組む

課題発見力

現状を分析し、目的
や課題を明らかにす
る力

目標に向かって、自分から「これって問題
じゃない？」「解決が必要！」と提案する

計画力
課題解決に向けたプ
ロセスを明らかにし、
準備する力

問題を解決するためにいろんな方法を探
し、解決に向けて自分で準備をしていく

創造力
新しい価値を生み出
す力

今まであったものにこだわらず、新しい方
法を考える

発信力
自分の意見をわかり
やすく伝える力

自分の意見や考えを、相手に理解してもら
えるように分かりやすく伝える

傾聴力
相手の意見を丁寧に
聞く力

相手が話しやすい雰囲気をつくり、相手の
意見を最後まで聴く。タイミングよく質問で
きる

柔軟性
意見の違いや立場の
違いを理解する力

自分のやり方にこだわり過ぎず、相手の意
見も理解して、相手を尊重する

情況把握力

自分と周囲の人々や
物事との関係性を理
解する力

グループでいるとき、自分がどうすればい
いか考える。自分の役割がわかる。空気を
読む

規律性
社会のルールや人と
の約束を守る力

学校、職場の規則を守る。人との約束を守
る。自分の発言や行動を適切におこなう

ストレスコントロール力
ストレスの発生源に
対応する力

嫌だなぁと思うことがあっても、ポジティブ
（前向き）にとらえて、肩の力を抜いてやっ
てみる

第1看護学科　令和6年度　社会人基礎力自己チェック用紙（  2  年次）

学籍番号（　　　　　　　　　　） 　　　氏名（　　　　　　　　　　　　　）

能力 能力要素 内容 発揮例

評価日

ア
ク
シ
ョ
ン

前
に
踏
み
出
す
力

シ
ン
キ
ン
グ

考
え
抜
く
力

チ
ー

ム
ワ
ー

ク

チ
ー
ム
で
働
く
力

ほぼ常に発揮できる 大体は発揮できる 時には発揮できる あまり発揮できない ほとんど発揮できない

（80%以上） （80～60％） （60～40％） （40～20％） （20％未満）

5 4 3 2 1

評価日 チェックして思ったこと、気づいたことを記述しよう。 自分の課題を記述しよう。
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D.令和５年度自己点検・自己評価結果 

 

対象学生は、第 17 期生 1 年生、第 16 期生 2 年生、第 15 期生 3 年生であり、評価の視点

は、１．学生・教員双方からの学年別教育目標到達状況、２．学年別学校生活に関するアンケー

ト、３．第１看護学科運営目標の評価の 3 側面をもとに自己点検・自己評価を行った。 

調査時期は、1．2 年生は学年度末、3 年生は卒業時に実施した。 

 

１．学年別教育目標到達状況 

 評価基準は、 「とてもそう思う」を 5 点、「そう思う」を 4 点、「どちらでもない」を 3 点、

「そう思わない」を 2 点、「全くそう思わない」を 1 点の 5 段階の 5 点満点で算出した。 

□は4.0 以上の高得点、□は低得点、□は学生と教員の差が0.5以上ある項目を表す。 

（１）第 17 期生 1 年生（新カリキュラム） 

  学生の平均は 4.2 で 9 項目中 8 項目が高得点で、昨年度の 1 年生同様の傾向で学年

別到達目標にほぼ到達、教員は若干低いが、新カリキュラムの目標にほぼ到達できている。

 

第17期生1年次学年別到達目標評価（新カリキュラム）　 4.0以上

高得点 低得点

学生平均 教員平均

１．人間を身体的・精神的・社会的に統
合された存在として幅広く理解する能
力を養う。

①対象者を身体的・心理的・社会
的・文化的側面を持つ存在である
ことを理解できる。

4.4 4.0 0.4

２．対象を中心とした看護を提供するた
めに、看護師としての人間関係を形成
するコミュニケーション能力を養う。

②他者に関心を持ち、コミュニケー
ションをとることができる。

4.4 4.2 0.2

３．看護師としての責務を自覚し、対象
の立場に立った倫理に基づく看護を実
践する基礎的能力を養う。

③対象者の尊厳を守る意義、法令
を遵守した適切な行動を理解する
ことができる。

4.5 3.8 0.7

④健康状態のアセスメントに必要
な科学的根拠に基づいた知識と技
術を理解できる。 4.0 3.8 0.2

⑤看護行為を省察することの意義
を理解できる。 4.1 3.7 0.4

５．健康の保持・増進、疾病の予防及び
健康の回復に関わる看護を、健康の状
態やその変化に応じて実践する基礎的
能力を養う。

⑥健康の保持増進と疾病予防に
対する看護を理解できる

4.3 3.9 0.4

６．保健・医療・福祉システムにおける
自らの役割及び他職種の役割を理解
し、多職種と連携・協働しながら多様な
場で生活する人々へ看護を提供する
基礎的能力を養う。

⑦保健・医療・福祉システムにおけ
る看護師の役割と他職種の役割を
理解することができる。 4.3 3.7 0.6

７．地域で暮らす人々の健康に貢献で
きる基礎的能力を養う。

⑧地域で暮らす人々の健康上の
課題に関心を持つことができる。 4.2 4.2 0.0

８．専門職業人として、最新知識・技術
を自ら学び続け、看護の質の向上を図
る基礎的能力を養う。

⑨専門職業人として、日本及び世
界の情報（知見・エビデンス）に関
心を持ち、学習することができる。 3.7 3.6 0.1

4.2 3.9平均

第17期生1年次
項目平均 学生-教員

の差
学年別到達目標

４．科学的根拠に基づいた看護の実践
に必要な臨床判断を行うための基礎的
能力を養う。

教育目標
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学生・教員ともに高得点であった目標は３つで、「①対象者を身体的・心理的・社会的・文

化的側面を持つ存在であることを理解できる」、「②他者に関心を持ち、コミュニケーションを

とることができる」、「⑧地域で暮らす人々の健康上の課題に関心を持つことができる」であっ

た。特に、⑧の目標は、昨年同様の結果であり、1 年生早期に「地域の健康支援見てこんけん

実習Ⅰ」を設定した意義がみられた。 

学生・教員ともに低得点であった目標は昨年度同様に、「⑨専門職業人として、日本及び

世界の情報（知見・エビデンス）に関心を持ち、学習することができる」であり、この項目は今

後の学習を通して伸びていくことが期待できる。 

 学生 4.5＞・教員 3.8 と差が 0.7 あった目標は、「③対象者の尊厳を守る意義、法令を遵

守した適切な行動を理解することができる」であった。1 年生なりにできたと回答した自己評

価を認め、ルールを守ることや自分の発言や行動を適切に行う規律性の部分で成長途上に

ある 1 年生の特徴を理解し、支援していく。 

 

 （２）第１６期生 2 年生（新カリキュラム） 

  学生の平均は 4.４、教員の平均は 4.1 で、学生・教員の評価点の差は殆どなく、学生・教

員ともに、ほぼ学年別目標に到達できたと評価している。このことは新カリキュラムの目標は

妥当であり順調に進捗していることを表している。新カリキュラムで取り入れた臨床判断能力

に関する目標④と⑤は、ほぼ到達できている。今後、3 年次の学習でより学びが深化するこ

とが期待できる。目標④は「臨床判断に基づいた対象者の安全・安楽・自立/自律に留意した

看護を理解することができる」であり、目標⑤は「自らの看護行為を省察することができる」で

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

①対象者を身体的・心理的・社会

的・文化的側面を持つ存在である

ことを理解できる。

②他者に関心を持ち、コミュニ

ケーションをとることができる。

③対象者の尊厳を守る意義、法令

を遵守した適切な行動を理解する

ことができる。

④健康状態のアセスメントに必要

な科学的根拠に基づいた知識と

技術を理解できる。
⑤看護行為を省察することの意義

を理解できる。

⑥健康の保持増進と疾病予防に

対する看護を理解できる

⑦保健・医療・福祉システムにおけ

る看護師の役割と他職種の役割

を理解することができる。

⑧地域で暮らす人々の健康上の

課題に関心を持つことができる。

⑨専門職業人として、日本及び世

界の情報（知見・エビデンス）に関

心を持ち、学習することができる。

青色：学生

赤色：教員
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ある。臨床判断能力の講義・演習をはじめ、各科目でも臨床判断能力を意識した講義を実施

しているが、学生の理解度を確認する必要がある。また、省察(振り返り)については、臨床判

断能力の演習で学生個々が省察の機会があり、実施できている。 

今後、内容的に省察できているかという吟味も確認していくことが課題である。 

 

 

 

第16期生2年次学年別到達目標（新カリキュラム）　 4.0以上

高得点 低得点

学生平均 教員平均

１．人間を身体的・精神的・社会的に統
合された存在として幅広く理解する能
力を養う。

①生涯各期の特徴に関する知識を
もとに対象者を理解することができ
る

4.1 4.1 0.0

２．対象を中心とした看護を提供するた
めに、看護師としての人間関係を形成
するコミュニケーション能力を養う。

②コミュニケーションスキルを用い
て他者と良好な関係を築くことがで
きる 4.3 4.0 0.3

３．看護師としての責務を自覚し、対象
の立場に立った倫理に基づく看護を実
践する基礎的能力を養う。

③対象者の様々な文化や価値観、
生活習慣、慣習、信条等を尊重した
行動をとることができる 4.2 3.9 0.3

④臨床判断に基づいた対象者の安
全・安楽・自立/自律に留意した看
護を理解することができる 4.1 3.8 0.3

⑤自らの看護行為を省察すること
ができる 3.9 3.8 0.1

５．健康の保持・増進、疾病の予防及び
健康の回復に関わる看護を、健康の状
態やその変化に応じて実践する基礎的
能力を養う。

⑥生涯各期の発達段階や健康レベ
ルを踏まえ、対象の健康と暮らしを
支える看護を理解できる 4.1 4.2 0.1

６．保健・医療・福祉システムにおける
自らの役割及び他職種の役割を理解
し、多職種と連携・協働しながら多様な
場で生活する人々へ看護を提供する
基礎的能力を養う。

⑦対象者を取り巻く保健・医療・福
祉システムにおける協働の必要性
を理解できる 4.4 4.1 0.3

７．地域で暮らす人々の健康に貢献で
きる基礎的能力を養う。

⑧健康上の課題を持ちながら地域
で暮らす人々が、その人らしく過ご
せるための社会資源について理解
できる

4.4 3.9 0.4

８．専門職業人として、最新知識・技術
を自ら学び続け、看護の質の向上を図
る基礎的能力を養う。

⑨専門職業人としての能力の維
持・向上に努める必要性と方法を
理解でき、継続した学習ができる 4.0 3.8 0.2

4.2 4.0

４．科学的根拠に基づいた看護の実践
に必要な臨床判断を行うための基礎的
能力を養う。

教育目標

平均

第16期生2年次
項目平均 学生-教員

の差
学年別到達目標

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

①生涯各期の特徴に

関する知識をもとに対

象者を理解すること…

②コミュニケーションス

キルを用いて他者と良

好な関係を築くこと…

③対象者の様々な文

化や価値観、生活習

慣、慣習、信条等を…

④臨床判断に基づいた

対象者の安全・安楽・

自立/自律に留意し…

⑤自らの看護行為を省

察することができる

⑥生涯各期の発達段

階や健康レベルを踏ま

え、対象の健康と暮…

⑦対象者を取り巻く保

健・医療・福祉システム

における協働の必要…

⑧健康上の課題を持ち

ながら地域で暮らす

人々が、その人らし…

⑨専門職業人としての

能力の維持・向上に努

める必要性と方法を…
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（３）第１５期生 3 年生（旧カリキュラム） 

   学生の平均 4.2、教員の平均は 4.0 とほぼ到達できている。 

第 15 期生は旧カリキュラムであった。新カリキュラムの第 16 期生と第 17 期生が地域

の学習、社会資源等に関する学びが高得点であったのと比べ、第 15 期生自身は最低の

3.9 と評価した。このことは、地域包括ケアシステムが推進されているなかで、1 年次早期

から地域での実習体験が意味のある学びとなっていることを表している。 

第 15 期生は卒業後、受持ち患者の看護を通して、各施設の特徴に応じた地域とのつな

がり、社会資源の活用等の経験を積むことを期待する。 

学生と教員の差が０．６とあったのは「看護の事象に対して問題意識を持ち、文献に基づ

いて表現することができる」であるが、この目標は卒業後につながる目標でもある。学生は

ほぼ到達できていると評価していることから、研究的態度を持ち続け、法律と倫理及び看

護観に基づくよい看護の実践を提供できると確信している。 

 
  

d 4.0以上

高得点 低得点

学年別到達目標

3学年 学生平均 教員平均

1)人間を身体的･精神的･社会的存在とし
て生活している視点に立って理解できる。 4.4 4.1 0.3

2)看護対象者とのよりよい人間関係を築く
ことができる。 4.5 4.4 0.1

２．看護師としての責務を自覚し、倫理
に基づいた看護を実践する基礎的能力
を養う。

1)看護師としての責務に基づき、対象者の
自己決定を支援し、対象者を擁護する行動
や態度を実践できる。

4.3 4.2 0.1

３．科学的根拠に基づき、看護を計画的
に実践する基礎的能力を養う。

1)個人・家族・地域の課題を明らかにし、科
学的根拠に基づいた看護過程の展開がで
きる。

4.2 3.9 0.3

1)あらゆる対象や健康状態に応じた看護を
実践できる基礎的能力を有している。 4.1 3.9 0.2

2)看護問題を解決するための社会資源の
活用方法を理解できる。 3.9 3.8 0.1

５．保健・医療・福祉システムにおける自
らの役割および他職種の役割を理解
し、他職種と連携・協働する基礎的能力
を養う。

1)チームアプローチにおける看護職者とし
ての役割・責任の自覚を持ち、他職種・地域
と連携・協働することができる。

4.3 4.1 0.2

1)看護の事象に対して問題意識を持ち、文
献に基づいて表現することができる。 4.1 3.5 0.6

2)自己の客観的理解を深め学習を継続す
る態度をとることができる｡ 4.3 3.9 0.4

4.2 4.0

第15期生3年次学年別到達目標（旧カリキュラム）

６．専門職業人として、最新知識・技術
を学び続ける基礎的能力を養う。

教育目標

１．人間を身体的・精神的・社会的に統
合された存在として幅広く理解し、看護
師としての人間関係を形成する能力を
養う。

４．健康の保持・増進、疾病の予防およ
び健康の回復に関わる看護を、健康状
態やその変化に応じて実践する基礎的
能力を養う。

学生-教員
の差

平均

第15期生3年次
項目平均
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２． 学年別学校生活に関するアンケート結果と課題 

学校生活に関するアンケートで学生の意見を集約、学年別に整理した内容が下記の表で

ある。結果から、学校生活、授業等に関する貴重な意見や要望等がみられる。 

内容を見ると、3 課程共通または各科別、教務または事務で取り組むなどの対応が考え

られるが、まずは、学生のアンケート結果を、各科教務会議、学科長会議、学校運営委員

会、令和 5 年度第 1 回自己点検・自己評価委員会（令和 5 年 5 月 24 日）各々の場で、

学校関係理事、医師会事務局、教職員等で情報共有をした。 

協議した結果、課程別ではなく全体として対応することとした。なかでも、施設・設備、教

材等において重要度と緊急度から考え、女子用洋式トイレの増設を最優先課題とした。 

学生は成人学習者であるため学校から一方的に指示するのではなく、社会の動きや価

値観も参考にしながら、学生の意見や考えを尊重、学生自治会と対話・連携を図り、よりよ

い人的環境、物的環境を整えていく方針を継続していく。 

 

１）学生生活で楽しかったこと、印象に残っていること 

 第 17 期生 1 年生 第 16 期生 2 年生 第 15 期生 3 年生 

学校行事 楽しかったこととして、学

生祭の代わりに 9 月に

実施した学内でのクラス

イベントおよび年度末の

とべ動物園へ行ったこと

をあげた学生が多かっ

た。“楽しめた”のみでは

前期・後期に行った教科

外活動（球技大会、クラ

スイベント）について印

象に残ったと、学生の殆

どが答えた。教科外活動

をとおしてクラスの親睦

を深めるだけでなく、リフ

コロナ禍で学校行事が

殆どなかったことを残念

に思っている学生が多

い。そのなかでも、新 1

年生の歓迎会、松山空

港災害訓練、事例研究

発表会・看護観発表会、
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なく、協力できたことも

良かったと学生が評価し

ている。 

社会人基礎力を高める

良い機会になると考え

る。 

レッシュの機会となって

いる。また、教科外活動

での企画・運営をとおし

て、主体性や協働といっ

た学年運営目標の達成

にもつながっており、カリ

キュラム上可能な場合は

取り組みを継続していき

たい。一方、教科外活動

で他者との関わりによっ

てストレスを感じる学生

もいる。教科外活動前は

目的の共有を行い、実

施後はクラスで振り返り

を行っている。個々の振

り返りとしては、社会人

基礎力チェックやポート

フォリオによる振り返り

を行っており、クラスと個

人の振り返りを継続して

いくことで、社会人基礎

力の育成にもつなげて

いきたい。 

国家試験壮行会、1 年次

しかできなかった学生祭

などが楽しい思い出とし

て印象に残っていた。皆

で何かを成し遂げること

が思い出となるため、今

後は感染に注意しながら

行事を企画、実施してい

きたい。 

講義 高校の授業とは異なり、

90 分と時間が長いこ

と、授業形態やレジュメ

がさまざまであることか

ら、入学当初はとまどい

を感じていた様子であ

る。グループワークは協

調性を高め、新たな視点

での考え方ができ、楽し

いとの学生が多い。 

具体的にわかりやすい

科目もあったが、改善し

てほしい点もあがってい

た。 

学生は非常勤講師の臨

床のリアルな内容やＤ

VD 視聴、イメージにつ

ながりやすくわかりやす

い内容などに興味・関心

を持って学んでいる。ま

た、グループワークを通

して学びを深めている。 

今後も、外部の非常勤

講師への授業依頼の継

続や学生の理解につな

がる講義方法を継続し

ていく。 

講義は分かりやすい、特

に臨床の方々の体験を

交えた講義内容は興味

深くわかり易い、面白い

という意見が多い。体験

型の授業、グループワー

クもさまざまな経験がで

き、学びがあるという意

見があった。学生が楽し

みながら学びを深められ

るよう、現在の臨床の

方々の講義は継続し、体

験学習やグループワーク

も取り入れて主体的に

学べる授業をしていく。 

学内演習 教員が臨地で活かせる

ように丁寧でやさしく適

切に教えてくれたことや

モデル人形・物品の使用

および学生同士で学び

合ったことは学びが多

く、印象に残ったと多くの

学生が答えている。 

演習が各単元 1 回なの

で、実習前など忘れてし

2 年次になると、新たに

母性看護学や小児看護

学の学内演習も加わっ

てくるため、学内演習

は、授業での取り組みだ

けでなく、教科外授業と

して技術演習を取り入

れ、技術の向上を目指し

た。学生は、対象の設定

が難しくなってさまざま

初めて行った基礎看護

技術の演習で行ったバ

イタルサイン測定、注射

等は緊張もしたせいか

印象に残っており、学び

が多かったという意見が

多い。また、お互いに患

者役を実施し合ったこと

で患者の気持ちに気づ

き学びが多かったという



 

24 

 

まったり、困ることが多い

ので、実習前に演習の時

間をもっと増やしてほし

いなどの意見もある。 

技術を習得するには時

間を要するので、授業の

みでなく、実習前の演習

や 2 年次に技術演習を

する機会を設ける必要

がある。 

な視点から考えることの

重要性に気づき、これか

らの実習に役立つと主

体的に学んでいる。3 年

次の臨地実習での実施

を目標に演習を行うこと

で、学生が意欲的に取り

組む機会となっており、

技術演習の時期や内容

は妥当であったと考え

る。ただ、教員によって指

導方法が違うと感じてい

る学生もおり、教員は指

導方法の統一に努める

とともに、看護技術の原

則を伝えたうえで、対象

や環境の変化によって応

用していくことの必要性

を考えることができるよ

う指導していきたい。 

意見がある。演習方法と

して問題になることは特

になかった。“技術の練

習ができてよかった、身

につく。分かりやすい”な

どの学びに加え、座学と

実践するのでは難しさが

違うと実感し、フィジカル

アセスメントや場面を想

定した技術演習、人形の

シミュレーションやモデ

ルを使った演習などは、

もっと演習時間がほしか

ったという意見もあり、

授業時間以外のホーム

ルームなどの時間を活用

し、演習時間の確保に取

り組みたい。 

臨地実習

（学内で実

施したもの

も含む） 

ほとんどの学生が直近

の基礎看護学実習Ⅱの

内容に関して表出してい

た。患者との関わりをと

おして、また、看護師の

姿を見て看護を知り、看

護を考え、自分の課題も

発見して、よい経験にな

ったと述べている。特に、

患者とのコミュニケーシ

ョンの重要性に気づき、

多くの学びを得て、患者

への感謝を述べていた。 

改善点として多くあがっ

ていたのは、教員の指導

の統一である。実習前に

情報共有はしていたが、

学生のレディネス、病棟

の状況、実習の進捗状

況に応じて記録の取扱

いが異なってくることも

あり、その際は、学生へ

意図がわかるような説明

が必要である。 

実習前の打ち合わせの

内容を可視化して共通

認識する必要があるの

か検討する必要がある。 

第 16 期生から新カリキ

ュラムとなり、1 年次の

「地域の健康支援見てこ

んけん実習Ⅰ」の学びを

ふまえ、2 年次に「地域

の健康支援見てこんけ

ん実習Ⅱ」を行った。実

習施設は 3 施設で、独

立行政法人四国がんセ

ンター、就労継続支援施

設 B 型（社会福祉法人

きらりの森）、松山市社

会福祉協議会（各サロン

での実習）で、各施設で

の学びは十分得られて

いたが、サロンでの実習

配置や場所の連絡に関

して実習直前となり、学

生に慌ただしい思いをさ

せた。 

今年度の実習を振り返

り、サロンの地域の範囲

や日数などについて、実

習施設と連絡・調整を図

り、次年度の実習につな

げる。 

コロナ禍の実習で様々

な制限があったが、今年

度になってからは終日臨

地実習に行ける実習とな

ったため、実際に患者を

受け持ち、患者との関わ

りや臨地の方からの指

導で多くの学びがあっ

た、やりがいがあり嬉し

い経験ができたという意

見が多かった。臨地での

学びは大きいため、臨地

実習指導者と連携をと

り、患者との関かわり方

や実践力の強化を指導

していきたい。 
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また、ファイルの種類を

変更してほしい、基礎看

護学実習だけでも交通

費を支給してほしいとい

う意見もあったことから

検討していく。 

第 16 期生

2 年生への

新規授業 

 【進路ガイダンス】学科長 

2 年次から進路ガイダン

スを新たに取り入れるこ

とは、学生から前向きな

意見が多く、次年度以降

も 2 年次から取り入れ

ていくことが望ましい。

開催時期に関しては、今

年度はカリキュラム上、

妥当な時期に段階的に

実施した。県外就職を希

望している学生と県内就

職希望の学生、まだイメ

ージできてない学生な

ど、開催時期の希望は

個々によって差がある。

今後も定期面接時に学

生の進路に関する考え

を確認し、時期の検討を

していく。 

学科長が担当。例年、３

年次４月に実施。 

 

就職活動の流れが分か

った、自分の進路につい

て考える機会になった

等、役立ったという意見

が多かったが、県外就職

を考えている学生は２年

修了時の春季休業中に

活動し始めるため、２年

次から実施してほしいと

いう意見もあった。 

実施時期としては、終期

休業前と３年次４月が効

果的であると考える。 

その他 電子教科書になれるの

に時間がかかった。 

 

 

 

 

 

特別欠席時は追試験料

2,000 円を不要にして

ほしい、学費の使途説明

への希望、面談は大切だ

と思うが質問内容を考え

直してほしい などの意

見があった。 

ｉＰａｄの活用がとてもよ

かった。教科書の持ち運

びや検索ができる点、図

を編集・まとめをしたり、

レポート作成もできてと

てもよかったとの意見が

あった。第 15 期生から

コロナ禍対応とＩCT 能

力育成を目指してｉＰａｄ

を導入、3 年間使用した

意見から、今後もｉＰａｄ

の活用を継続する。 

 

２）施設・設備について 

第 1７期生 1 年生 第 1６期生 2 年生 第 1５期生 3 年生 

今年度改修を行った洋式トイレの

増設に関して、トイレがきれいなの

で使いやすい等の意見が多かっ

た。全体的には、学校の設備が整

っていてよかった、快適、使用しや

今年度改修を行った洋式トイレ

の増設に関して、数が増えてよ

かった、トイレがきれいになって

よかったとの意見が多い。洋式

トイレの備品を他フロア同様に

今年度改修を行った洋式

トイレに関して、洋式にな

って嬉しいとの声がある。 

 

・駐輪場全部に屋根をつ



 

26 

 

すいなどの意見が多かった。 

 

以下のようなさまざまな意見がで

ている。学校全体で確認する必要

があるため、学生自治会をとおし

て話し合いを行い、新年度に向け

てすみやかに改善に取り組む。 

 

・ゴミ箱の使用方法の見直し（自分

のゴミは自分でもって帰るきまりを

なくす）→学生自治会の協議事項 

・放課後の教室や図書室、ラウンジ

等の使用時間を 19 時まで希望 

・椅子に長時間座っていると腰が

痛くなる。 

・自販機の種類を増やしてほしい。 

・古い聴診器、半身の人形を新しく

してほしい。 

・iPad で学習できるにインストー

ルできるアプリを増やしてほしい。 

 

・図書館の本の紛失対策 

整えていく。 

 

・エレベーターを自由に使いた

いとの意見があった。社会人学

生が多いことや、４階に教室、５

階に看護実習室もあることか

ら、学生便覧見直しの際に、講

師優先としつつ学生のニーズ

に添うことを決定した。 

 

・自販機の食事・種類の増加・

食堂の設置は、臨地実習にな

ると学生は登校してこないこと

から学生数の変動が大きく業

者の協力を得にくいため、近く

のコンビニ利用を紹介する。 

 

・駐車場全部に屋根をつけほし

い。 

 

 

・図書館の本の紛失対策 

けてほしい。 

 

・エレベーターを自由に使

いたいとの意見があった。 

2 年生の項を参照。 

 

・もっと技術演習をして、

臨床に必要な技術を養え

たらいいと思う。 

 

・記録物はタブレットにして

ほしい。 

 

・緊急用に生理用品を置

いていてほしい 

 

・松看で学べたことがよか

った。 

 

 

 

・図書館の本の紛失対策 

 

３）あなたが考える松山看護専門学校の強みについて教えてください（学生募集の参

考にするため） 

第 16 期生 1 年生 第 15 期生 2 年生 第 14 期生 3 年生 

・3 年という短い期間でたくさ

んのことを学べる学校。 

・松山市にある数少ない看護の

専門学校であること。 

・専門性を磨ける。 

・自分自身をよく振り返ること

ができ、成長につながる。 

・大学とは違って 3 年間ですべ

てを行うので忙しく大変な部分

もあるが、経験することやそこ

から考えることがたくさんあっ

て、ここに来て良かったと思う。 

・3 年間で国家試験を受けるこ

とができる。 

・臨地実習の場所がよい。 

・就職率が高い。 

・歴史が長い。 

・・幅広い年代の学生と関われ

ることができる。 

・市内中心部の立地のよさ。 

・コンビニや公園が近くにある。 

・3 年で卒業できる。 

・時代の変化に合ったカリキュ

ラム内容 

・便利がよく、地域ならではの

実習がある。 

・早い段階から実習に行ける。 

・実習先が豊富。 

・愛大・県中・日赤での実習が

あること。 

愛大病院という大きな病院へ

実習に行ける。 

・学費が他と比べて安めなこと

や地域について学べるため県

内就職するならイメージしやす

い。 

・主体的に行動する力が身につ

く。 

・忙しい分充実した学校生活に

なる。 

・学校とプライベートをきちんと

分けてくれる。 

【授業・科目・演習】 

・実践向きなことを学べる。 

・様々な分野の講師の授業が

受けられる。 

・外部講師が豊富。 

 

【実習関係】 

・実習先が充実、実習先が豊

富で多くの病院や施設に実

習に行き、多くのことを学ぶこ

とができる。 

・実習施設がさまざまで幅広

い分野の実習ができる。 

・実習施設がしっかりしてい

る。 

・実習先が市内（学校近辺）で 

あることや主な実習先が愛大

病院で臨地実習ができる。 

 

【教員について】 

・学生と教員の距離が遠すぎ
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・交通手段が多い。 

・質問をしやすい。 

・多くの講師がいて、より詳しく

学ぶことができる。 

・外部の講師がすごい方ばかり

である。 

・教員が学生の意見を取り入れ

てくれる柔軟性がある。 

・教員が親身になってくれるた

め、大学とかよりはいろいろな

面で成長できる。 

・先生が一人ひとりを丁寧にみ

てくれてその人に合ったアドバ

イス等をしてくれるので、心強

く、前向きに勉強することがで

きる。勉強を嫌でもしないとい

けないという気持ちになる。 

・先生方の指導や専門で 3 年

間びっしりあるため、メンタルが

強くなる。 

・ラウンジがある。 

・本がたくさんある。 

・ 

【意見】 

1 年次なので、規則を守るとい

う指導に対して、以下のような

改善を求める意見があがって

いた。学生自治会と連携を図っ

て検討をする。 

 

・授業科目の見直しを希望する 

・パソコン室のチームズログイン

に時間がかかり過ぎる。 

・欠席時にチームズ連絡、リモ

ート授業を希望 

・校則等見直し検討会の開催

提案 

・購入した教科書や副読本を使

ってほしい 

・実習、学校行事等の場合、自

家用車の利用を認めてほしい 

・髪色は今を楽しむために自由

にしたい（実習時は黒にするの

で） 

・急な予定変更があまりない。 

・放課後に授業やホームルーム

が超過することがない。 

・教科書がタブレット。 

・学生の年齢が離れていても仲

が良い。 

・教科外活動でクラスメイトの

仲がいい。 

・教員が親身、優しい、話しや

すい、真摯に向き合ってくれ

る。 

・街が近い。 

・駅に近い。 

・公共交通機関が近くにあって

便利。 

・コンビニが近くあり、いろいろ

な店がある。 

 

 

 

ないため相談しやすい。 

・先生が味方になってくれる。 

・先生方はいつでも教えて下

さる体制が整っていること。 

・頼りやすい。 

・先生のサポートがあつい。 

・先生たちが親身。国試勉強、

どこの学校よりも力を入れて

指導してくれている気がす

る。 

・些細なことでも相談しやす

い。 

 

【学生の特徴】 

・集団だけでなく、個々人の

力がある。 

・クラスが一丸となって頑張る

ことができる。 

・学生同士も身近である。 

・様々な年齢の学生がいる。 

【立地条件】 

・立地がよい。 

・街やコンビニが近い。 

・交通の便がよい。 

 

【その他】 

・授業料が安い。 

・3 年間で学ぶのは大変だ

が、必要な知識や技術を養う

ことができること。 

・3 年間で大学より早く就職

できる。 

・国試の合格率が高い。サポ

ートが手厚い。 

・国試前、点数が伸び悩んで

いる学生に対してバックアッ

プがすごい。 

・医師会が母体である。 

・松山市医師会ということも

あり、県内の高度急性期病院

へ積極的に実習に行ける。 

・専門実践教育訓練の認定校

であること。 

・就職先がたくさんある。 

・ラウンジや図書館，ｉＰａｄなど

勉強をサポートする環境がと

ても整っている。 

・トイレが洋式。 
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【ポートフォリオについて】（3 年間使用した第 15 期生へのアンケート結果） 

 ポートフォリオは、自分で目標を設定し、そこに向けて何が必要かを考え、実行する習慣がつく

ため、PDCA サイクルを普段の学校生活から学ばせるのに効果的であると考える。学生からもそ

のような意見が多く、そのつど振り返ったり、気づいたことを記入できるのでよかったという好意

的な意見が多かった。一部必要性を感じていない意見も見られたため、きちんと説明し継続して

いく。 

 

４）キャリア教育について   

 

【医療機関説明会】 

 令和 5 年度は従来の対面方式による開催に戻すことができ、松山市を中心とした医療機

関（病院、診療所）のご協力を得て、4 月第 4 金曜日の午後半日で実施した。対面方式の参

加は 18 施設、求人票のみの参加は 13 施設で合計 31 施設、参加学生は 159 人と盛況で

あった。就職活動を本格的に考え始める学生にとっては、さまざまな医療機関の説明を受け

ることができ、とてもよかったという意見が多かった。本校で行う医療機関説明会は効果的で

あると思われるため、今後も継続して実施していく。 

 

【進路ガイダンス】 

 進路ガイダンスの目的は、学生が自ら自己の進路を決定し、希望する施設へ就職、進学で

きるよう学生個々に応じた支援を行うことであり、学科長が 3 年次 4 月に、①本校のキャリ

ア教育について、②キャリアデザインについて、③進路活動の流れ、④インターンシップや施

設見学などの交渉、連絡のとり方等について、就職の手引きを用いて、90 分で講義を行って

いる。 

学生の反応として、就職活動の流れや注意事項がわかった、自分の進路について考えるき

っかけになった等、役立ったという意見が多かった。県外就職を考えている学生は 2 年次修

了の春季休業中に活動し始めるため、2 年次から実施してほしいという意見もあった。実施

時期としては、春季休業前と 3 年次 4 月が効果的と考える。 

 

【進路指導】 

 親身に話を聞いて一緒に考えてくれた、相談にのってくれた、的確な指導をしてくれた等 

教員の関わりについてのよい評価の記述があり、特に課題となることはなかった。今後も、学

生個々の希望を尊重しながら、学生自身で進路を決定し活動ができるよう、その学生に応じ

た支援・指導を継続していく。希望の施設への就職率は 100％であり、令和 5 年度は 43 人

中県内就職 12 施設 35 人（81.4%）、県外就職 6 施設 7 人（16．3%）、大学への編入 1

人（2．3%）であった。進路は自己決定であるが、専門学校は地域密着型であり、県内に一

人でも多く残ることや U ターンで県内に戻ってほしいと期待している。 
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５）卒業後も学校に期待するもの（例：技術演習など） 

  技術演習などがあったらよい、2 年次に技術演習を増やすべき、他の学生から聞くと採血

などの演習がとても少なく感じた、より臨地に近い演習などの意見が多いことから、技術演習

への期待度が高い。愛媛大学医学部附属病院など大きな病院での実習が今後も継続してほ

しいとの期待がある。ホームカミングディへの参加や、技術演習などいつでも学校に来て相

談してよいことを卒業前オリエンテーションで周知する。 

 

６）看護師国家試験対策 

43 人の学生が 5 点満点で回答、令和５年度看護師国家試験対策の満足度は高かった。 

順位 結果 質問項目 

１ 4.8 １．学習環境（教室、図書室、ラウンジ室）は適切であった。 

１ 4.8 ５．模試は役に立った。 

１ 4.８ ７．模試の返却方法は適切だった。 

２ 4.７ ４．1 月〜2 月の国試対策への取り組み方法は役に立った。 

３ 4.5 ６．模試の開始時期は適切であった。 

３ 4.５ ８．国家試験前日及び当日(バス・休憩・宿泊場所等)は適切だった。 

４ 4.３ ２．1 月の各看護学の領域の補修は役に立った。 

４ 4.３ ３．配布物の量は適切であった。 

 

３． 第 1 看護学科運営目標の評価 

 

評価基準は、「３：できている」「２：ほぼできている」「１：できていない」とし、3 点満点中 

2.5 以上を「高得点」として       で 、2 点未満は「低得点」として、      で表す。 

令和 5 年度は低得点に該当する項目はなかった。 

 運営目標の評価は、中間評価を前期終了の第 2 回学校運営委員会で報告、最終評価を年

度末の第 4 回学校運営委員会で報告、PDCA サイクルを回し、次年度に活かす。  

 

30 ページの表 1 は、運営方針別の評価を示し、「Ⅰ 教育成果の向上」が２．６と一番高く、

次いで、「Ⅱ学校運営の安定」の２．５、「Ⅲ 看護学校の将来構想」の２．３の順であった。この

結果を令和 3 年度・令和 4 年度比でみると、令和 5 年度の取組みは前進していた。このこと

は、新カリキュラム・旧カリキュラムの並行という大変な状況下で、新カリキュラムの進捗を円

滑に進めていることがわかる。また、学生の多様性への対応を踏まえた国家試験対策の強化

と教職員が各自の役割を遂行しながら、第 1 看護学科の強みを把握し、学生を中心にした適

切な学校運営に取り組んでいる表れと考えられる。 
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表１ 令和 3 年度・令和 4 年度・令和 5 年度の学校運営方針の評価 

 1 教育成果の向上 Ⅱ 学校運営の安定 Ⅲ 看護学校の将来構想 

令和 3 年度 ２．１ ２．２ ２．３ 

令和 4 年度 ２．６ ２．５ １．９ 

令和 5 年度 ２．６ ２．５ ２．３ 

  

表 2 は、運営方針別評価結果である。評価基準は、「３：できている」「２：ほぼできている」

「１：できていない」である。黄色で表した項目評価の内容の「概要と課題」を 33〜38 ページ

に記載した。 

 表 2 運営方針別評価結果 

方針 内 容 
項目

評価 

方針

評価 

 

Ⅰ 

教 

育 

成 

果 

の 

向 

上 

 

２．6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．国家試験対策の充実を図り、看護師国家試験合格率 100%を達成する 2.７ 

１－１）安全・安心して学習できる環境を提供する 

① 物理的環境(コロナ感染状況に応じた学校開放時間の調整、感染防

止対策の継続、健康管理) 

② 心理的支援（教員の肯定的関わり、教員の安心を与える言葉） 

  ③ 教員の意識(学生と共に目標達成するという強い意思をもつ) 

２．５ 

１－２）国家試験対策を強化する。 

① 国家試験対策計画に基づいた支援の実施 

② 模試結果の分析と学生へのフィードバック、対策の検討 

③ 定期的（１/月）な学生情報共有と必要時学生カウンセリングの活用 

  ④  効果的な補講と校内国家試験対策模試の実施 

2.7 

 

１－３）成績低迷者への個別支援を強化する。 

① 個別支援、早期の保護者面談の実施 

  ②  学生の状況によりチューター制を併用する。 

2.9 

 

２．新カリキュラムを運用する。 2.4 

2－1）新設科目(見てこんけん実習Ⅰ・Ⅱ、専門職連携Ⅰ)が円滑、効果的に 

履修できるよう対応する。 

2．3 

2－2）新カリキュラム 3 年次の運用に向けて準備できる。 2．3 

２－３）1 年．2 年次のカリキュラム評価を行い、課題を明確にし、修正に向け

検討する。 

① 1 年次到達目標の到達度 

② 試験結果 

③ 科目配列、時間の妥当性  

④ 非常勤講師の意見 

⑤ 学生の様子 などから評価する。 

2.5 



 

31 

 

３．学習支援の充実を図り、卒業率 90%を維持する。 ２．８ 

 
3－1）学年ミーティングを定期的（１/月）に実施し、学生支援に活かす。 

① 学年担当教員でクラス運営についての検討 

② 個別、専門的な支援の必要な学生の早期発見と対応 

2.８ 

3－２）学生情報の共有を図り支援の方向性を検討する。 

① 教務会議での情報の共有の充実と支援方法の検討 

② 定期的な面談、必要時面談  

③ 学生カウンセリングの活用 

2.９ 

３-3) 必要時、保護者面談を行い支援する。 2.９ 

４．社会人基礎力を育成する。 
2.６ 

 ４-１）気づき、考え、実行する機会を教科内、教科外活動で意図的に設ける。 2.４ 

４-２）社会人基礎力がーカリキュラム関連表、社会人基礎力自己チェックを 

    活用し、評価、修正する。 

2.６ 

４‐３）教科外活動実施時の評価、修正を行う。 

① 学生オリエンテーションを明確に行う。 

② 実施後の教員の関わりの振り返りを充実させる。 

2.８ 

５．教員の資質向上を図る。  2.4 

5‐１）研修会、学会へ積極的に参加する。 ２．１ 

５-２）授業評価を活用し教授活動に活かす。 

① 授業評価の実施、結果の分析 

   ② 改善策の実施 

２．７ 

Ⅱ 

学 

校 

運 

営 

の 

安 

定 

２．５ 

 

 

 

 

 

１．質・量ともに安定した学生確保に努める（受験倍率 3 倍）。 2.8 

１-１）学校訪問を継続する。 ２．９ 

１-2)ふれあい看護体験、オープンキャンパスの開催を継続する。 ２．９ 

１-３）ホームページによる広報活動を充実させる。 2．6 

2．学びやすい、働きやすい職場環境をつくる。 ２．３ 

２‐１）互いの業務遂行状況を把握し協力できる 

① 挨拶の励行。 

② 教職員間のコミュニケーションの促進 

③ 状況により業務を調整する（学年担当教員間での調整と担当業務の 

変更・調整など） 

2.２ 

２‐２）本校の倫理綱領に基づいた行動をとり、学び合うことができる職場風 

土をつくる。 

① 自己の言動について振り返る姿勢をもつ。 

② 学生を含めた他者からの評価を真摯に受け止めることができる。 

③ 教員間で互いに認め合い、高め合うことができる。 

２．４ 

２-３）担任業務を見直し、業務整理を行う。 2.３ 

２-４）教務事務と連携し、業務の負担軽減を図る。 2.0 

２-５）有給休暇取得率が向上する（最低 5 日以上、45%以上）。 2.8 
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Ⅲ 

看 護

学 校

将 来

構想 

２．３ 

１．第 1 看護学科の今後のあり方について検討する。 
２．３ 

 １-１）看護基礎教育の動向を把握して第 1 看護学科のあり方について検討する。 ２．０ 

1-２）本校の強みについて学生・教職員から意見を聴く。 
２．６ 

  

表３は、項目評価を降順にみたものである。令和 5 年度は学生の学習支援と学生募集に

関する項目が上位を占めた。教科外活動実施時に評価、修正に取り組み始めたことでＰ

DCA サイクルの効果が出ており、加えて、学校の強みやカリキュラム評価の結果からもうか

がえる。授業評価をリアルタイムでフィードバックする体制が整い令和４年度に引き続き、授

業改善への取り組みが促進され、教員の資質向上ができている。 

 

表３  項目評価の降順（2.5 以上の高得点） 

方針 内 容 
項目 

評価 

Ⅰ教育成果の向上 1‐3）成績低迷者への個別支援を強化する。 2.9 

Ⅰ教育成果の向上 3-２）学生情報の共有を図り支援の方向性を検討する。 2.9 

Ⅰ教育成果の向上 ３-３）必要時、保護者面談を実施する。 2.９ 

Ⅱ学校運営の安定 １-１）学校訪問を継続する。 ２．９ 

Ⅱ学校運営の安定 １-３）ホームページによる広報活動を充実させる。 ２．９ 

Ⅱ学校運営の安定 1-２）ふれあい看護体験、オープンキャンパスの開催を継続する。 ２．９ 

Ⅰ教育成果の向上 
３-１）学年ミーティングを定期的に（１/月）に実施し、学生支援に活か

す。 
２．８ 

Ⅰ教育成果の向上 ４-３）教科外活動実施時の評価、修正を行う。 ２．８ 

Ⅱ学校運営の安定 ２-５）有給休暇取得率が向上する（最低 5 日以上、45%以上） 2．８ 

Ⅰ教育成果の向上 １-２）国家試験対策を強化する。 ２．７ 

Ⅰ教育成果の向上 ５-２）授業評価を活用し教授活動に活かす。 ２．７ 

Ⅰ教育成果の向上 
４-２）社会人基礎力－カリキュラム関連表、社会人基礎力自己チェック

表を活用し、評価、修正する。 

２．６ 

Ⅱ学校運営の安定 １-３）ホームページによる広報活動を充実させる。 ２．６ 

Ⅲ看護学校将来構想 １-２）本校の強みについて学生・教職員から意見を聴く。 ２．６ 

Ⅰ教育成果の向上 １-１）安全・安心して学習できる環境を提供する。 ２．５ 

Ⅰ教育成果の向上 ２-３）1 年、2 年次のカリキュラム評価を行い、課題を明確にし、修正に向

け検討する。 

２．５ 
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運営方針及び運営目標 各項目評価内容の概要と課題 

1
 
 

教
育
成
果
の
向
上 

１． 国家試験対策の充実を図り、看

護師国家試験合格率１００％を達

成する。（２．７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 新カリキュラムを運用する。 

（２．４） 

 

 

 

 

 

 

 

１－１）安全、安心して学習できる環境の提供 

教員は、学生が学習しやすいように、物理

的、心理的に安全な環境を提供できるように関

わった。特に、心理的に肯定的な言葉かけを心

がけている。また、教員個々が自己の関わり方

を振り返りながら対応しているが、個別的な支

援は十分とはいえない場合もある。今後も、学

生個々の課題を教員間で共有し、関わってい

く。さらに、心理的安全性の高い組織づくりにつ

いて見識を深め、学校全体として安全、安心で

きる環境の提供に努めていく。 

 

【課題】 

①令和 5 年度の内容を継続 

 

１－２）国家試験対策の強化 

 第 15 期生 43 人の国家試験合格率は

100%であり、目標を達成することができた。 

国家試験対策に関するセミナーや、国家試験

分析内容を支援に活かしている。校内国試対

策模試を実施し、学習の動機づけをさせてい

る。学生から国家試験対策について課題となる

意見は見られなかった。今後も基本的には現在

の国家試験対策を継続していく。 

 

１-３）模試での低得点者を学習支援対象者と

し、放課後１８：００まで残り、教員が指導しなが

ら学習支援を行った。一時期チューター制も取

り入れ個別支援を行ったこと、成績の伸びが思

わしくない学生に対しては保護者面談を行った

効果もあり、国試は全員合格した。 

 

【課題】 

① 看護師国家試験全員合格対策の継続 

② 学生個々の状況に応じた学習支援、必要

時保護者面談の継続 

 

２-１）今年度から開始の「見てこんけん実習Ⅱ」

については、6 月から担当者の会議を重ね、7

月～8 月に社会福祉協議会、就労継続支援Ｂ

型事業所（どんまい、きらりの森）、四国がんセ

ンターのそれぞれの担当者と打合せを行い、無

事 1 月に実習が終了できた。実習後の振り返り

についても全施設 3 月に終了し、次年度に向

けた改善点を話し合うことができた。 

 「専門職連携Ⅰ」は 2 年次前期に予定通り終
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３． 学生支援の充実を図り、卒業率 

９０％を維持する。（２．８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

了した。3 年次の「専門職連携Ⅱ」の科目に学

びをつなげられるよう計画していく。 

 

２ｰ２）令和 6 年度から開始の 3 年次新設科

目、各看護学実習について見直しを行い準備

している。実施後、評価をしていく。 

 

2-４）カリキュラム評価を行い、学年目標の到

達度や試験結果を分析している。次年度は、新

カリキュラム 3 年目となるため、系統立てて学

年ごとの評価を行う。 

 

【課題】 

① 新設科目の「専門職連携Ⅱ」の実施・評価 

② 新カリキュラム 3 年目となる令和 6 年度に

系統立てた学年ごと評価 

③ 新カリキュラムの評価・修正・改善 

 

３-１）教員のスケジュールに合わせて、定期的

に学年ミーティングを実施し、学年担当教員間

でクラス運営や個別支援が必要な学生につい

て情報を共有した。今後も、より効果的な関わ

りについて、教員研修として取り組んでいるコ

ンサルテーション他の研修等で得た気づきや学

びを学生指導へ還元していきたい。 

 

３-２）学生情報の共有は、教務会議や学生支

援ポートフォリオの記録から把握できている。

支援方法の一つである公認心理師によるカウ

ンセリングの活用は、令和 5 年度は延べ 3 人

であった。次年度は、学生情報のために必要な

情報を入学時から収集し、支援に活かす。 

 

３ｰ３）学生の状況により、早期に保護者面談を

行い、保護者とともに学生支援できるよう関わ

ることができた。学習時間の確保には保護者の

理解と協力を得ることが大切で、そのことにより

学生は安心できる動機づけとなり、学習環境の

編み直しができている。 

 

教員は、共通の目的・協働意思・コミュニケーシ

ョンのもと、温かいまなざしで学習支援の充実

を図り、入学時 42 人が卒業時 40 人（やむを

えず 1 人が再履修、1 人が退学）で、卒業率

95.2%となり、目標は達成できた。 

【課題】 

① 令和 6 年度も 90%以上を目標に、今年 

度同様の対策で学生支援を充実する。 
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４．社会人基礎力を育成する。     

              （２．６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．教員の資質向上を図る。（２．４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ｰ１）各学年の運営目標をもとに教科外活動を 

企画・運営した。学生に目的を周知し、学生が

主体的に関わることができた。今後も継続す

る。 

 

４-２）社会人基礎力チェック表を活用し、経年

的にグラフ化して評価することや、機会ごとに学

生自身が振り返る機会を設けることで、教員・

学生ともに社会人基礎力の育成ができている。 

学年によっては、行事や臨地実習、企画・運営

で達成してほしい目標を追加した社会人基礎

力チェック表を活用した。今後も学生の成長に

つながる書式となるよう検討していく。 

 

４ｰ３）教科外活動実施時に学生に目標を提示

し、実施後の評価、修正につなげた。実施後の

教員の振り返りも継続し、学生支援につなげる

ことができた。次年度も継続する。 

 

【課題】 

① クラス運営目標と教科外活動の連携・調整 

② 学生・教員ともに、教科外活動時に目標の

明確な理解のもと実施、評価、修正というＰ

ＤＣＡサイクルを回し、振り返りを行い、グ

ラフ化して成長の変化を可視化する。 

③ 社会人基礎力自己チェック表の活用 

 

５ｰ１）学校内研修としては、教員のコンサルテー

ション、授業研究会の年間活動、教職員会議に

おける授業研究会・事務部門・学科長・副学校

長等からの各年間活動報告を行い、お互いに

学び合い、資質の向上と学生主体の学校づくり

に還元している。なかでも授業研究会は各領域

の連携を図り教育の質と教員の資質向上の場

となるとともに、教材備品・図書の充実にもつな

がっている。 

学校外研修としては、Web でのセミナーや可

能な範囲での研究会に参加をした。各自の専

門性を高める研修に参加できるようにする。 

 

５-２）授業評価の分析は教務事務の協力で早

期に実施できており、結果の活用ができた。昨

年度から評価は上昇し、授業評価は定着した。 

 

【課題】 

① 全員参加型の職場内研修の継続、各自の

専門性を高める研修への参加 

② 授業評価の実施と活用 
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Ⅱ 

学
校
運
営
の
安
定 

１． 質・量ともに安定した学生確保

に努める（受験倍率 3.0 倍） 

（2.8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．学びやすい、働きやすい職場環

境をつくる。（2.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-１）副学校長、事務長、学科長が 6 月下旬～

夏季休業中に県内高等学校訪問を訪問した。 

今後の学生確保のため継続する。高校生の進

路活動も早期になっており高校訪問時期につ

いて早める方向で検討が必要である。 

 

1-２）ふれあい看護体験、オープンキャンパスを

コロナ感染対策を講じて実施できた。参加者に

は好評であった。学生確保のための活動は行

ったが、受験倍率は 1.8 倍で目標を達成する

ことができなかった。学生確保のための広報活

動と入学試験方法の見直しが喫緊の課題であ

る。 

 

１ｰ３）随時、ホームページで学校行事等の記事

を更新することができた。ホームページは有効

な情報提供資源であるが、興味・関心を持てる

ようなインスタグラムなどの形態をとることも工

夫の一つであり、学生の声を聴き参考にする。 

 

【課題】 

① 少子高学歴化のなかでの入学試験方法の

見直し 

② 情報発信、広報活動の強化 

 

2-１）教員間のコミュニケーションなどから業務

の遂行状況がある程度把握できている。しか

し、教員のキャリアも関係しているが業務量の

偏りがみられる。現在の業務が必要な業務かど

うか、軽減できないかなどの見直しと並行して、

電子化が可能な業務の抽出と体制づくりが必

要である。 

また、バーンアウトにならないよう、メンタルヘ

ルスケアやハラスメント防止のためにも倫理研

修等をしているが、今後も継続していく。 

２ｰ２）学生の反応の確認、リフレクションペーパ

ー、授業評価の結果などを活用しながら教授活

動、日頃の学生対応を行っている。実習指導に

おける教員の対応について学生から指導に関

する要望があった。を共有し自己のことと考え

対応していく。教員のリフレクションとともに互
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いに言い合える風土をつくる必要がある。ま

た、学生対応について学ぶ機会を設ける。 

 

２ｰ３）担任業務は教務マニュアル、年間スケジ

ュールに明記されている。業務分担は各学年教

員が話し合い調整している。マニュアルを見直

しながら効率的な業務遂行に心がける。 

 

２-４）授業評価集計については教務事務と連

携できているが、それ以外の連携は行えていな

い。依頼したい業務を検討する必要があるが、

学校全体の教員のマンパワーから困難な面も

ある。授業時間が最多の第 1 看護学科に専任

の教務事務を配置することが検討課題である。 

 

２ｰ５）全員、有給を 5 日間取得できたが、個人

差が大きい。教員のリフレッシュのためにも有

給休暇取得率が上がるように職場環境を整え

る必要がある。 

 

【課題】 

① 教務マニュアル見直し（削減できる業務） 

② 電子化が可能な業務の抽出 

③ Tèａｍｓの活用、授業資料等のペーパーレ

ス化 

④ 教務事務を配置することの検討 

⑤ 有給休暇取得率の向上 

Ⅲ 

看
護
学
校
の
将
来
構
想 

１．第 1 看護学科の今後のあり方に

ついて検討する（２．３）  

1－1）看護基礎教育の動向は把握しているが、

第 1 看護学科のあり方についての検討を行う

場はなかったため、次年度の看護学校将来構

想検討委員会の開催に期待している。 

 

1 ｰ２） 

卒業時及び学年末の学生アンケートから多くの

意見を聴くことができた。 

参考までに、本校のホームページには学校の強

みについて以下の 7 つをあげている。 

 ①ニーズに応じて選べるコース 

 ②高い資格試験合格率と希望施設への就職

率 100% 

 ③県内で最も伝統ある看護学校 
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 ④魅力的な講師陣と恵まれた臨地実習施設 

 ⑤市駅から徒歩８分 

 ⑥松山市医師会が全面的にバックアップ 

 ⑦ICT 活用能力の推進 

学生の意見は上記と同様傾向であった。3 年

間で実践的な学びができる、時代の変化に合っ

たカリキュラム、講師、臨地実習施設が豊富で

充実、幅広い年代の学生と関われる、教員の関

わりと指導が熱心、立地が良い等の多くの意見

を聴くことができたが、下線部はホームページ

にはない学生ならではの意見と受け止めてい

る。 

今後、第 1 看護学科も含め課程別に出てきた

学生の意見を集約し、広報活動にいかしたい。 

 

【課題】 

① 看護学校将来構想検討委員会の開催 

（松山市医師会主催） 

② 本校と同規模校の学校訪問 

③ 学生からの学校の強みを課程別に整理し、

広報活動に活かす。 

④ 少子高学歴化の今後の見通しと学生確保

の状況を全国的に把握する。 

 


